
消費者協会補助金 100,000円

備　 考

項 1 商工費 目 1 商工総務費

特定財源の名称・金額

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 6 商工費

  うち繰越分↓
100,000

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 100,000

  うち繰越分↓
100,000

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓
100,000

  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 100,000
  うち繰越分↓

100,000

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　次の事業を実施するため、補助金を支給している。
消費者協会事業内容
・県警三好署や金融機関と連携した振り込め詐欺防止県一斉キャンペーンの実施。
・商業施設や県環境首都課と連携した食品ロス削減県一斉キャンペーンへの実施。
・総会及び役員会。
・県消費者協会各事業部活動（調査部会・グリーン購入部会、ウオッチャー事業等）参加。
・県消費者まつり参加・西部地区消費者まつり開催（東みよし町消費者協会主催）。
・会員研修（新しいゴミの出し方学習＆お掃除スリッパ・小物入れ作製研修）。
・フードドライブの実施。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　西部地区消費者のつどいを11月に開催。消費者庁新未来創造オフィス、県消費者政策課、県消費者協
会、西部地区6協会より、約100名（内、東みよし町消費者協会39名）が出席した。環境アドバイザー森紗
綾香氏の『消費行動から考えるSDGs』と題した講演を実施、改めて日ごろから心がけていること、環境問
題やエシカル消費、食品ロス削減などがSDGsに繋がることが分かった。
　フードドライブ（12月)は、会員が協力して、会員以外の方にも呼びかけ、米、レトルト食品、調味料、めん
類、飲み物、布団類、石鹸洗剤、食器、ラップ、洋服等、約1,000点余を社協に納入した。
　新しいゴミの出し方について研修をうけ、改めてゴミの資源化、分別にの重要性について学んだ。

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

東みよし町消費者協会 対 象 者 会員87名

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　消費者が自主性を持った健全な消費活動を営むため、必要な知識の向上と消費者相互の連携を強める
ことを目的とした町消費者協会を設立し、事業を行っている。

事業継続年数 事業開始年度 平成25年度

分野別施策 ５　消費者対策の充実 所 属 長 山下 真広

主な施策 １　消費生活に関する啓発等の推進　　３　高齢者等の消費者被害防止の推進 電話番号 79-5345

第２次
総合計画体系

政策目標 ４　安全・安心なまち 担当部署 産業課

根拠法令等

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 東みよし町消費者協会補助事業 整理番号 1309-016

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


